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2018年 1月 26日 
 

当社は、2018 年 1 月 18 日に廃棄物減容処理装置建屋（第 1 建屋）2 階で発生した放射性物質を含む堆

積物を確認した事象に係る対応をおこなっております。 

本日、本事象について現時点で確認している現場の確認状況や堆積物の測定結果等の事実関係をとり

まとめ、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下、「実用炉規則」という）に基づき（注）原子力

規制委員会に発電用原子炉施設故障等報告書を提出したため、お知らせします。 

今後、本事象について、確実に安全措置を実施するとともに、原因調査を継続し、再発防止対策を講じて

まいります。 

また、現場調査の中で、堆積物の近傍にあった排水枡に繋がる配管の接続先が図面と現場で異なってい

ることを確認したため、この原因についても併せて調査してまいります。 

これらの原因調査結果や再発防止対策をとりまとめ次第、原子力規制委員会に改めて報告するとともに

お知らせします。 

 

（参考資料） 

  発電用原子炉施設故障等報告書 

 

注 実用炉規則により、同規則で定める事象が発生した場合に、その状況およびそれに対する処置を 10日

以内に原子力規制委員会に報告しなければならないと定められています。 

 
＜これまでの公表状況＞ 

■浜岡原子力発電所 廃棄物減容処理装置建屋（第 1建屋）2階における放射性物質を含む堆積物の確認に
ついて 

 （2018年 1月 18日公表） 

 

以 上 

浜岡原子力発電所 廃棄物減容処理装置建屋（第1建屋） 

2階における放射性物質を含む堆積物の確認に関する報告書の提出について 

http://www.chuden.co.jp/resource/ham/300126houkokusho.pdf
http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3266839_21432.html

